
「ちゃんぷるー型 道の駅 豊崎」（仮称）の基本計画検討について 

 

内閣府 沖縄総合事務局 南部国道事務所 建設監督官 大城 元秀   

                            
１．目  的 

  本検討は、一般国道 331 号、豊見城道路の豊見城市豊崎地内に豊見城市が構想を

進めている「道の駅」について、基本計画の策定を行うものである。 

  基本計画は、「道の駅」に求められる道路利用者のための「休憩機能」、道路利

用者や地域の方々のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに町と

町とが手を結びあう「地域の連携機能」の従来の３つの機能に加えて、レンタカー

ステーションとの一体的な整備による沖縄本島観光の「交通ターミナル機能」、ま

た災害発生時の地域住民の一時避難場所や台風襲来時における観光客の一時宿泊施

設を提供する「防災拠点機能」など、多様な機能を合わせ持った「ちゃんぷるー型 

道の駅 豊崎（仮称）」（以下、「道の駅 豊崎」と呼ぶ）について検討する。 

 
２．内  容 

  ２．１ 「道の駅」とは 

   「道の駅」は、平成５年から整備が始まり、これまでに全国で 830 箇所が整備

されて、多機能型休憩施設として定着してきた。最近では、従来からの３つの機

能に加えて、防災拠点としての活用（写真参照）が期待され始めている。 
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 「道の駅」登録数の推移 ）

 ２．２ 「道の駅 豊崎」基本計画検討の目的

   基本計画は、「道の駅」の３つの機能に加

災拠点機能」など、多様な機能を合わせ持っ

  

２．３ 「道の駅 豊崎」の整備方針 

２．３．１ 豊崎地区について 

   「道の駅」設置計画の  

ある豊見城市豊崎地区  

の地理的特性及び周辺  

の開発計画は以下のと  

おりである。 
     

 

H16.10.23中越地震時の活用事例（クロス10十日

 

えて、「交通ターミナル機能」「防

た「道の駅」について検討した。 



 ○ 広域交通網との近接性 

・ 当地区は、沖縄本島観光の玄関口那覇空港まで約 5Km、那覇空港自動
車道動の那覇空港南 IC（仮称）まで約 3Km と近接した位置にある。 

・ 現在、地区を貫通する形で国道 331 号豊見城道路が整備されつつあり、

沖縄本島の広域交通網へのアクセス利便性が良い位置にある。  
  ○ 埋立て開発地で用地確保が容易 

・ 新たな開発地でまとまった用地確保が可能であり、しかも近接する商  
業施設との連携効果が期待できる。 

○ 地域防災計画での位置づけ  
 ・ 市の防災計画の中で「道の駅」を一時避難場所として予定している。  

○ レンタカーステーション設置計画 

 ・ レンタカーステーション（ＲＳＴ）設置計画が進行している。 
 

２．３．２ 沖縄観光の動向・特性及びレンタカ－を取り巻く現状と課題 

（現状）  
○ 観光入り込み客数が平成 15 年には、年間 500 万人の大台を突破した。 

○ 入り込みの 98%が航空利用である。 

○ 沖縄本島観光の大半がレンタカーを利用する。  
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  （課題） 
    ○ レンタカー会社が那覇空港近くに集中することによる周辺地区の道路混雑。 

○ レンタカー発着の那覇市内通過による道路混雑の悪化。 
○ 台風時の航空便欠航に伴う観光客の宿泊施設確保。 

 

これらの問題解決の対応策、また、レンタカー利用者の利便性向上を図る目

的として、レンタカーステーションの設置計画が策定された。  

  

２．３．３ 沖縄本島中南部地域における道の駅の必要性 

   沖縄本島では住民の日常的な交通と合せて  
観光交通の大半を自動車交通に頼っているが  
「道の駅」は本島内中北部に 4 カ所が整備さ 

れているだけである。道の駅の配置間隔とし 

て 30 分（10～20Km）を基準とすると、本島南 
部で 3 カ所程度の「道の駅」の設置が必要と  
考えられる。 

沖縄県の道の駅
本島南部  

 

  ２．３．４ 「道の駅 豊崎」の整備方針 

    このような立地条件、社会条件における「道の駅」の整備に向けた基本方針

を以下のように設定した。  

 



 
 

 

 

 

 

  

「ちゃんぷるー型 道の駅 豊崎」 

○ 沖縄本島南部地域の観光における情報発信拠点を目指した「道の駅」とし

て整備する。 

○ 民間によるレンタカーステーション（以下「ＲＳＴ」と呼ぶ）との一体的

な整備を行い本島観光の重要な交通ターミナルとして位置づける。 

○ 道路利用者、地域住民、観光客の安全確保を支援する防災拠点機能を合せ

持った施設として整備する。 

２．４ 道の駅の整備基本計画 

 ２．４．１ 計画条件の設定 

    「道の駅 豊崎」の整備計画検討において、以下のような計画条件を設定した。  
○ 道路利用者に対するサービス（駐車場、トイレ、情報休憩室）の提供。 

      ○ 地域振興のための施設（商工会、物産販売所、観光情報等）の整備。 
      ○ ＲＳＴを、約 2,000 台対応の共同ターミナルとして整備。 
   ○ 台風襲来及び地震等の災害時における復旧または被災者の支援の為の防災

機能を備えた「道の駅」を整備。  
 

 ２．４．２ 施設計画（案）の設定 

   全国でも初めてとなる「道の駅」とＲＳＴの一体的な整備における施設計画の  
検討にあたって、先ず以下のような考え方を基本とした。 
○ 隣接する３区画の一体的な活用 

 

 

「道の駅」及びＲＳＴの必要面積は合計で 3.6ha

に達し、埋立造成後の３区画程度が必要とされ、

造成時に配置された区画道路を廃止して、３区画

を一体的に活用することとする。  
○ 「道の駅」、ＲＳＴの施設間の一体的配置 

「道の駅」とＲＳＴにおいて利用される各施設  
については、敷地境界を介して一体的に利用でき  
るよう近接した配置で整備することとする。  

○ 「道の駅」交通とレンタカー交通の動線分離 

「道の駅」には３カ所の出入り口を設置し、出入り

さらに、レンタカー交通については「道の駅」と異なる

出入り口を用意し、周辺道路における交通処理の円滑

    ○ 防災機能としての役割・機能  
       台風災害または市の地域防災計画における位置づ

災拠点としての役割を整理し必要となる施設を整備

 

     以上の考え方を基本としつつ、配置計画の最終案を

     当該案の絞り込みにおいては、「道の駅」施設とＲ

の歩行者動線をうまく誘導すること、さらにＲＳＴ内

が確保されていること等が評価されている。  
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 ２．４．３ 防災拠点機能に関する整備方針 

  「道の駅」の防災拠点としての整備については、地元豊見城市の地域防災計画に  
おける災害想定に対応して、災害時における旅行者及び地域住民への避難場所提 
供、情報収集提供、物資中継配給等の機能を配置することを検討した。  

   特に「道の駅」の特徴的な防災機能として、台風襲来時の航空便欠航における  
旅行者の一時的な滞在・避難場所として「道の駅」内施設の活用を検討する。  

   

 ２．４．４ Ｈ１７検討会における課題とその解決に向けての取り組み 

   以上の計画検討を進めるにあたり、平成 17 年度内で８回の検討会を開催した。 

その検討会における課題と解決に向けた取り組み内容は以下の通りである。 

    ○ 限られた時間内での調整 

道路情報施設（国）地域振興施設（市）ＲＳＴ（民）の一体的な整備

に向けて、関係機関が一同に会した検討会で協議。 

    ○ 用途地域の変更（市・県） 

対象地域の用途地域を工業専用地域から準工業地域へ変更。 

    ○ ３区画の一体的な活用（沖縄県土地開発公社） 

３区画を画する区画道路を廃止。 

    ○ 交通処理計画における警察との協議 

交通管理者（県警）との協議を通して、レンタカー利用者の迂回誘導、

及び空港とのシャトルバスのルート誘導を検討。 

 

３．今後の検討課題 

３．１ 施設間の一体性確保とシンボル性演出を目指す建築設計の実施 

建築物の実施設計を進めるにあたり、「道の駅」とＲＳＴの一体的利用を可

能とする為、各施設の接続計画及びデザイン統一について調整が必要。建築分

科会を設置して調整を図る。 

３．２ 防災拠点としての整備の検討 

        市の地域防災計画における位置づけを受けて、地域防災活動における役割を
明確に打ち出すことが求められる。市との間で協議・調整を図る必要がある。  

３．３ 計画当初からの国、市、民、合同の検討会運営 

        国、市、民間（商工団体、レンタカー協会等）が一同に会して計画内容を協
議し、計画策定における問題点を共有すると共にそれぞれの持つノウハウを活

かし短期間の内に基本計画（案）を策定することができた。  
今後も平成 18 年度開業に向けて関係機関と調整を図っていく必要がある。  

 


